
「令和６年度関西圏における宮崎県産フルーツＰＲ事業」業務委託企画提案競技実施要領 

 

１ 目 的 

関西圏における宮崎県産フルーツＰＲ事業業務委託の受託候補者を選定するために、必要な

事項を定めるものとする。 
 

２ 委託の内容 

  令和６年度関西圏における宮崎県産フルーツＰＲ事業業務委託仕様書による。 

 

３ 委託上限額 

  １，５００，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 
※ この金額は契約時の予定価格を示すものではない。 

 ※ 履行までに要する全ての経費を含む。 

 ※ 委託料の支払いは、委託業務完了後とする。なお、委託料は業務完了検査に合格した後、

精算払により支払う。 

 

４ 委託期間 

  契約締結の日から令和７年３月２１日（金）まで 

 

５ 参加資格 

    以下の全てを満たす者 

⑴ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しない者。 

⑵ 宗教活動や政治活動を主たる活動の目的としていないこと。 

⑶ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法（平

成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立て又は破産法（平成 16 年法律第 75

号）に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者。ただし、会社更生法に基づく更生

手続開始又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けている者は、申立てがなされて

いない者とみなす。 

⑷ 企画書等の提出の日から受託候補者を選定するまでの間に、国、県、市町村等からの受注

業務に関し、入札参加資格停止の措置を受けていない者。 

⑸ 役員等（個人である場合はその者を、法人である場合はその役員又はその支店若しくは営

業所を代表する者をいう。）が暴力団関係者（宮崎県暴力団排除条例（平成 23 年条例第 18

号）第２条第４号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。）であると認められる者又は

暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められる者でないこと。 

⑹ 国税及び地方税に未納がないこと。 

⑺ 地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）第 321 条の４及び各市町村の条例の規定により個人

住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等（宮崎県内に居住している

者に限る。）の個人住民税について、特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始するこ

とを誓約した者。 

⑻ 受託業務に関するノウハウを有し、かつ当該受託業務を円滑に遂行するための必要な経営

基盤を有していること。 

⑼ その他、県との協議に真摯に対応し、事務処理を遅漏なく処理できること。 

 

６ 日 程 

⑴ 公告           令和６年６月 ７日（金） 

⑵ 参加申込期限       令和６年６月１４日（金）午後５時 

⑶ 質問書受付期限      令和６年６月１４日（金）午後５時 

⑷ 企画提案書提出期限    令和６年６月２１日（金）午後５時 

⑸ 審査結果通知       令和６年７月 ３日（水）までに 



 

７ 事務を担当する部局 

  住 所 〒530-0001 大阪市北区梅田 1-3-1-900 大阪駅前第１ビル９階 

  担 当 宮崎県大阪事務所 田原、川野 

  電 話 ０６－６３４５－７６３１ 

ＦＡＸ ０６－６３４５－７６３３ 

  E-mail myz-osaka@pref.miyazaki.lg.jp  

 

８ 企画提案競技への参加申込 

  本企画提案競技に参加を希望する者は、様式第１号を提出すること。 

⑴ 提 出 先 本要領７のとおり 

⑵ 提出期限 令和６年６月１４日（金）午後５時 

⑶ 提出方法 電子メール（提出確認のため、送信後は担当者へ電話連絡を行うこと。） 

 

９ 質問及び回答 

  企画提案競技及び業務委託仕様書についての質問は、様式第２号を提出すること。 

⑴ 提出方法 電子メール（提出確認のため、送信後は担当者へ電話連絡を行うこと。） 

⑵ 提 出 先 本要領７のとおり 

⑶ 提出期限 令和６年６月１４日（金）午後５時 

⑷ 回答方法 質問者に対して電子メールにて回答する。ただし、仕様書等の変更に係る回

答については、企画提案競技参加者全員に回答する。（質問者名は公表しな

い。） 

 

10 企画書等の提出 

⑴ 提出書類 

① 企画提案競技申込書【１部】（様式第３号） 

② 企画書【５部】 

・ 書式はＡ４判（Ａ３判折曲げも可）とする。 

・ 企画のコンセプト及び重視するポイントを記載すること。 

・ 必要に応じて企画のイメージや概要を図示すること。 

・ その他契約額の範囲内で、本事業の趣旨を実現するため、他に効果的な追加提案があ

れば記載すること。 

・ 実施スケジュール及び実施体制を記載すること。 

③ 見積書【原本１部、コピー５部】 

ア 一式計上ではなく、第三者により客観的な判断が可能な積み上げ方式とすること（各

項目の単価が判断できる内容とする。） 

イ 宛名は「宮崎県大阪事務所長 甲斐 慎一郎」とする。 

④ 会社概要【５部】※既存のもの。 

⑤ 業務実績（既存のもの及び過去５年以内の地方公共団体との契約実績、またはこの業務

と同種、同規模以上の業務実績）【５部】 

※ 宮崎県競争入札参加資格者名簿登録の無い場合 

⑥ 誓約書（様式第４号）【１部】 

⑦ 個人住民税の特別徴収実施確認・開始誓約書（様式第５号）【１部】 

※ 宮崎県内に居住している者を雇用している場合に限り、提出すること。 

 

  



⑵ 提出方法 

  ① 提出場所 本要領７とおり 

  ② 提出期限 令和６年６月２１日（金）午後５時 

  ③ 提出方法 持参又は送付（送付にあっては、書留郵便又はそれと同等の手段により提

出すること。なお送付の場合であっても、令和６年６月２１日（金）午後

５時必着とする。） 

 

⑶ 留意事項 

・ 提出書類に不備がある場合や、提案すべき事項が記載されていない場合は、採択の対

象としない。 

・ 応募された企画提案の著作権は、その応募者に帰属する。なお、企画提案者の記載が

特許権など日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっているものを

使用した結果生じた責任は、提案者が負うこととする。 

・ 提出後における企画書の再提出、差し替えは一切認めない。 

 

11 審 査 

 書類審査による企画提案競技方式とし、提出された企画提案について、次のとおり審査を行

い、最も優れた１者を受託候補者として選定する。 

 

⑴ 審査方法 

別紙「審査要領」に定める審査委員会において審査する。 

 

⑵ 審査項目 

 別紙「審査基準書」のとおり。  

 

⑶ 審査の通知 

選定結果については、採択・不採択にかかわらず電子メール及び書面で通知する。 

 

⑷ 参加資格の欠格 

当手続中に、次のいずれかに該当することとなった場合は、当該参加者の参加資格を欠格

とし、書面で通知するものとする。 

① 当該手続の参加資格を満たさなくなったとき 

② 提案書を期限までに提出しないとき 

③ 提案書の内容が、公示した仕様又は条件に明らかに適合しないとき 

④ 虚偽記載、その他不正な行為があったと認められるとき 

⑤ 契約上限額を周知して実施した場合において、提案の内容が契約上限額を超えていると

き 

 

⑸ 契約の締結等（契約締結候補者との協議） 

審査結果をもとに、最も優れた提案を行った提案者との間で、本委託業務の実施に関して

必要な協議を行う（この際、企画提案書の内容は、協議の上変更する場合がある。）ものと

する。なお、候補者との間で協議が合意に至らない場合は、次の審査結果上位者と協議を行

う。 

契約保証金については、宮崎県財務規則（昭和 39 年宮崎県規則第２号）第 101 条の規定

による。 

  



12 その他留意事項 

⑴ 本企画提案競技及び本業務委託を通じて、法令を遵守すること。 

⑵ 企画提案に要する一切の費用は、本企画提案に参加する者の負担とする。 

⑶ 提出された企画提案書等は返却しない。 

⑷ 提出された企画提案書等は、提案者に無断で使用しない。 

⑸ 応募に関して使用する言語は日本語、単位は計量法に定めるもの、通貨単位は円、時刻は

日本標準時とする。 

⑹ 応募者が次のいずれかに該当する場合は失格とする。 

① 参加申込書等の提出以降契約締結までに、本要領中「５ 参加資格」に定める要件を一

つでも満たさなくなった場合、又は満たしていないことが判明した場合 

② 提出期限内に企画提案書の提出がなされなかった場合 

③ 提出書類に虚偽の記載をした場合 

④ 審査の公平性に影響を与える行為を行った場合 

⑺ 企画提案書の著作権は提案者に帰属する。なお、企画提案書の記載に際し、日本国の法令

に基づいて保護される第三者の権利の対象となっているものを使用した結果生じた責任は、

提案者が負うこととする。 

⑻ 契約手続きに要する費用は受託者負担とする。 

⑼ 決定した業者の提出した企画書の内容は、協議の上変更することがある。 

  



 

様式第１号 

 

                                                      令和  年  月  日 

 

 

企画提案競技参加申込書 

 

 

 宮崎県大阪事務所長 甲斐 慎一郎 殿 

 

 

                 応募者 所  在  地 

                     称号又は名称              

                         代表者職氏名                     ㊞ 

 

 

 令和６年度関西圏における宮崎県産フルーツＰＲ事業業務委託企画提案競技について、参加し

たいので、下記のとおり申込みます。 

  また、実施要領に規定する参加資格要件全てに該当することを誓約します。 

 

 

記 

 

  １ 会社名 

 

 

 ２ 所在地 

 

 

 ３ 代表連絡先 

      ・電話番号 

      ・ＦＡＸ番号 

 

 

 ４ 担当者 

・部署名 

・職・氏名 

・電話番号 

・ＦＡＸ番号 

・メールアドレス 

  



様式第２号 

 

宮崎県大阪事務所 流通担当 宛て 

myz-osaka@pref.miyazaki.lg.jp 

 

 

令和６年度関西圏における宮崎県産フルーツＰＲ事業業務委託企画提案競技 

 

質 問 票 

質問事項 

 

 

 

 

内  容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質 問 者 

法人（団体）名 
 

 

担当者名 
 

 

電話番号 
 

 

ＦＡＸ番号 
 

 

メールアドレス 
 

 

※確認のため、電子メールまたはＦＡＸ送信後に必ず電話連絡をお願いします。（ＴＥＬ：０６

－６３４５－７６３１） 

なお、質問内容によっては、参加申込書を提出した全員に対して、質問及び回答を電子メール

にて送付します。 

  



様式第３号 

 

                                                      令和  年  月  日 

 

 

企画提案競技申込書 

 

 

 宮崎県大阪事務所長 甲斐 慎一郎 殿 

 

 

                 応募者 所  在  地 

                     称号又は名称              

                         代表者職氏名                     ㊞ 

 

 

令和６年度関西圏における宮崎県産フルーツＰＲ事業業務委託企画提案競技について、関係書

類を添えて申し込みます。 

 

  



様式第４号 

 

令和年  月  日 

 

 宮崎県大阪事務所長 甲斐 慎一郎 殿 

 

 

                 応募者 所  在  地 

                     称号又は名称              

                         代表者職氏名                     ㊞ 

 

誓  約  書 

 

 

 私は、令和６年度関西圏における宮崎県産フルーツＰＲ事業業務委託企画提案競技への参加

申込を行うに当たり、次の事項について誓約します。 

 

 

※チェック欄（誓約の場合、□にチェックを入れてください。） 

□⑴ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しない者。 

□⑵ 宗教活動や政治活動を主たる活動の目的としていないこと。 

□⑶ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法

（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立て又は破産法（平成 16 年法律第

75 号）に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者。ただし、会社更生法に基づ

く更生手続開始又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けている者は、申立てが

なされていない者とみなす。 

□⑷ 企画書等の提出の日から受託候補者を選定するまでの間に、国、県、市町村等からの受

注業務に関し、入札参加資格停止の措置を受けていない者。 

□⑸ 役員等（個人である場合はその者を、法人である場合はその役員又はその支店若しくは

営業所を代表する者をいう。）が暴力団関係者（宮崎県暴力団排除条例（平成 23 年条例

第 18 号）第２条第４号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。）であると認められ

る者又は暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められる者でないこと。 

□⑹ 国税及び地方税に未納がないこと。 

□⑺ 地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）第 321 条の４及び各市町村の条例の規定により個

人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等（宮崎県内に居住して

いる者に限る。）の個人住民税について、特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始

することを誓約した者。 

□⑻ 受託業務に関するノウハウを有し、かつ当該受託業務を円滑に遂行するための必要な経

営基盤を有していること。 

□⑼ その他、県との協議に真摯に対応し、事務処理を遅漏なく処理できること。 

  



様式第５号 

 

         令和  年  月  日  

 

 宮崎県大阪事務所長 甲斐 慎一郎 殿 

                                                                                                                         

住  所 

                                          氏  名                         印 

                                        （法人にあってはその名称及び代表者の氏名） 

 

特別徴収実施確認・開始誓約書 

 

 チェック欄（いずれかに該当する項目□にチェックを入れてください。） 

１ 領収証書の写し添付 

 □ 当事業所は、現在     市（町・村）の特別徴収義務者の指定を受け、従業員等の個

人住民税について、特別徴収を実施し納付しています。 

                              → ６か月以内の領収証書の写しを添付してください。 

 

６か月以内の領収証書の写しを添付してください。 

 

 

 

 

 

 

２ 添付する領収証書の写しがない場合等 

（１）特別徴収実施確認 

    □ 当事業所は、現在     市（町・村）の特別徴収義務者の指定を受け、従業員等の

個人住民税について、特別徴収を実施しています。 

                              → 確認印を受けてください。      

       上記市町村の特別徴収義務者指定番号：                 

                                       ※ 各事業所で事前に記入しておいてください。 

 

（２）特別徴収義務がない 

    □ 当事業所は、特別徴収義務のない事業所です。 

                     → 確認印を受けてください。 

 

（３）開始誓約 

    □ 当事業所は、令和  年  月から、従業員等の個人住民税

について特別徴収を開始することを誓約します。 

      つきましては、特別徴収税額の決定通知書を当社（者）あて

に送付してください。 

                              → 確認印を受けてください。 

市(町・村)確認印 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


